
様式第 5号 (第 4の 8(1)関 係 )

廃  第  32 号

平成 25年 4月 12日

松下 勝則 様

岩 手 県知 事 達増 拓也 F日

開 示 決 定 等 延 長 通 知 書

平成 25年 4月 1日 付 けで請求のあ りま した行政文書の開示 について、情報公 開条例第

12条 第 2項 の規定 に基づ き、次の とお り開示決定等の期 限を延長 します。

行 政 文 書 の 表 示

1 広域 処理 必 要量 一覧表 (平 成 24年 12月 最新計画 )

2 2012.5.21の 環境省 リサイ クル 対策 部発 表 の広域 処理 の必

要量 (岩 手県発 )の 基 デ ー タ
3 2012.8.7の 環境省 広域 処理 の工程表 のデ ー タ (岩 手 県発 )

の基 デ ー タの測 定値
4 2012.12.26の 埼 玉県 のがれ き広域 処理発 表 デ ー タ (野 田村

発 )の 再調 査 デ ー タ と、契約 時 の調 査 デ ー タ
5 2013.1月 静 岡県 のがれ き広域 処理発 表 デ ー タ (山 田町 。大

槌 町発 )の 再調 査 デ ー タ と契約 時 の調 査 デ ー タ
6 大 阪 に持 ち込む官古 の最新 の調 査デ ー タ

延長前の期 間 (15日 間 )

平成 25年 4月

平成 25年 4月

1日 か ら

15日 まで

延長 後 の期 間

平 成 25年 4月 1日 か ら

(45日 間 )

平 成 25年 5月 15日 ま で

延 長 の理 由
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環境 生活部廃 棄 物特別 対策室  災害廃棄 物 処理企 画担 当

電話 (019)629-6943(直 通 )

考備
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